
令和６年度 第２回埼玉県手話環境整備施策推進懇話会 

 

次  第 

 
                  日 時：令和７年３月２４日（月） 

                      １８時３０分～ 

                  場 所：埼玉会館 ３階 ３Ｂ会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 

 

（１）各ワーキングの活動報告について 

 

（２）令和７年度の懇話会の進め方について 

 

４ そ の 他 

 

（１）令和７年度手話普及に関する県の取り組み予定について 

 

５ 閉 会 

 

 

 （配布資料一覧） 

 

 次第、座席表、委員名簿 

    

 資料１   ワーキングチーム（A：手話の普及、ろう者に対する理解促進） 

での議論の結果について 

 

 資料２   ワーキングチーム（B：手話を使いやすい環境整備） 

での議論の結果について 

   

 資料３   埼玉県手話環境整備施策推進懇話会の今後のスケジュールについて 

 

 資料４   令和７年度手話普及に関する県の取り組みについて（予定） 

 

 参考資料１ 埼玉県手話環境整備施策推進懇話会設置要綱 

   

 参考資料２ 埼玉県手話言語条例 

 

 参考資料３ 手話及びヘルプマークの認知度に関するアンケート結果について 
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ワーキングチーム（A：手話の普及、 
ろう者に対する理解促進）での議論の結果について 

 

【日  時】令和７年２月２６日（水）１８：２０～１９：５０ 

【参加委員】野口委員、水口委員 

 

【各委員からの意見】 

１ 手話の普及、ろう者に対する理解促進 

 ア 手話を学ぶ機会の確保等（条例第８条） 

 

  ①聴覚障害者の特性や手話が言語であることの理解促進を含めた、 

   自治体職員以外の民間施設、病院職員、福祉施設職員に対する手話講習 

会の充実。 

 

（速水委員） 

○自治体職員以外に民間施設、病院職員、福祉施設職員も対象にしてい 

るが、病院職員には手話言語、聴覚障害や特性についての理解や受診時 

および入院時の配慮内容についての講義を入れる必要がある。 

○就労支援施設、障害者施設、老人ホーム等職員向けには、手話言語に 

ついての理解、聴覚障害の特性に配慮した支援の在り方などについての 

講座（研修）が必要と考える。 

➡実際に障害者施設や就労支援施設等で聴覚障害者が孤立したり、コミ 

ュニケーションのズレからトラブルが起きたりして辞めてしまうケー

スが発生している。 

○消防・警察・ハローワーク・県立の施設（博物館、資料館など）等の職 

員を対象に手話やろう者のことを学ぶ機会を作ってはどうか。 

 

(野口委員) 

  ○聴覚障害者の就労先として、就労継続支援B型事業所に通う人もいるが、 

聴覚障害者に特化した就労継続支援 B 型事業所は少ない。そのような環 

境で福祉施設職員の聴覚障害者や障害を重複して持っている障害者に対

する理解への学習の場が必要である。 

 

 （水口委員） 

  ○市に寄せられる問い合わせとして、病院での意思疎通に悩む聴覚障害者 

からの意見も多く、県医師会を通して、合理的配慮の普及をするなどの 

取り組みの必要性を感じる。 
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  ②手話言語条例が未制定の市町村への更なる働きかけの実施。 

 

 （野口委員） 

  ○埼玉県では、手話アドバイザー派遣事業を実施しており、手話言語条例

を制定していない市町村への派遣を実施しているが、制定に関心のない

市町村への働きかけも必要である。学習会などの機会を設けて、関心の

ない市町村にも参加してもらえるようにしてみてはどうか。 

 

  ③手話サークルの情報や手話に関するイベントの県民への周知。 

 

 （野口委員） 

  ○県のホームページに手話サークルと手話イベントの情報を掲載してるが、

ろう者としてもイベントへの参加がしやすくなったなど、好評な意見も

聞いた。ろう者側としても一定の効果がある取り組みと感じる。 

引き続き取り組みを進めてほしい。 

 

  ④盲ろう者や重複障害に対する理解促進の啓発の実施。 

 

 （野口委員） 

○埼玉県では、手話あいさつ１００％運動などの啓発事業を実施しているが、

盲ろう者やろう者で重複障害を持つ方などの理解促進が不足していると

考える。福祉事業所と連携して、ろう者の授産品などの販売イベントなど

取り組みがあるとよいと思う。 

 

  ⑤若年層に向けた手話講座やイベントの実施。また、若年層とろう者との 

交流をさらに促進。 

 

 （野口委員） 

  ○埼玉県では、手話交流会ということで、若年層とろう者との交流に努め 

ていただいてる。現在の参加者は大学生がメインであるようだが、高校 

生にも参加してもらえるように周知してはどうか。 

○大宮ろう学校では、近隣の学校と交流を実施しているようである。とて 

もよい取り組みだと考える。 
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  ○昨年の８月頃に埼玉県障害者交流センターが主催で、手話講座を開催し 

た。中学生、高校生が多く参加したとのことであり、若年層向けの手話 

講座を開催するとよいと思う。 

 

 （水口委員） 

  ○富士見市では、市立保育園にて、手話による絵本の読み聞かせを実施し

ている。若年層への取り組みは引き続き取り組んでいきたい。 

 

  ⑥手話の普及、手話言語条例の基本理念の更なる普及施策の実施。 

 

 （野口委員） 

  ○埼玉県では、手話あいさつ１００％運動ということで、吉本興業ととも

に、動画を作成したと思う。その動画について、市町村でのデジタルサ

イネージなど積極的な広報を続けてほしい。 

  ○エスカレーターに関する条例の際、県知事は街頭で啓発活動を実施した 

と記憶している。同じように、知事が街頭で宣伝活動をする機会などを 

作ってほしい。 

 

 （水口委員） 

  ○手話普及のポスターを学校に貼って啓発してみてはどうか。また、ポス

ターに QR コードか何かで手話サークルの情報にとべるなど、県民が手話

を学ぶための情報にたどりつけるとよいと考える。 

 

  ⑦県職員向け手話講習会の更なる充実。 

 

 （野口委員） 

  ○県職員向け手話講習会は、計４回と記載があるが、手話をもっと学びた 

いなどの声もあるため、数を増やすなどより充実してほしい。また、講 

習会は対面で実施してもらいたい。 
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  イ 学校における手話の普及等（条例第１１条） 

 

  ①一般の小中学校における難聴児学級に通う生徒、保護者への支援。 

難聴児学級の教員に対する手話の普及の実施 

 

 （野口委員） 

  ○埼玉県では、ろう学園の保護者を対象に手話講習会を実施していると記 

載があるが、小中学校の難聴児学級でも手話講習会の開催や教員の 

学習機会を整える必要があると考る。私の経験としても、難聴児学級の 

教員の先生との意思疎通に苦労した経験があり、教員の学習環境を整える

必要があると感じた。 

 

  ②福祉教育の題材として手話を取り入れるなど、学校において手話をふれ 

る機会の創出 

 

 （野口委員） 

  ○福祉教育については、現在小学４年生が授業として取り組んでいると思

うが、本来であれば、４年生から６年生までの期間で福祉教育を実施す

ることができると思う。手話については、１度だけの学びでは、忘れて

しまうものなので、是非複数回にわたって実施していただきたい。 

 

 （水口委員） 

  ○最近の学校では、授業にタブレットが導入されている。タブレット中で

手話を学ぶことができる短い動画など入れることができれば、生徒の空

いた時間で手話にふれてもらえるのではないかと思う。 

 

 （齋藤委員） 

  ○各学校の教育課程については、学校や地域の状況を考慮の上、編成する

こととなっている。現在は、総合的な学習の時間における探求課題とし

て福祉教育を実施し、探求課題の一つとして、手話を取り上げている学

校が多い。探求学習においては、児童生徒の興味関心に基づき、課題を

選択していくこととなるため、一律に課題を設定することは難しい。 
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  ウ 手話による文化芸術活動の振興（条例第１３条） 

 

  ①デフスポーツに関する更なる普及啓発 

 

 （野口委員） 

  ○今年はデフリンピックの年だが、デフリンピックが終わった後もデフス

ポーツの普及は引き続き取り組んでもらいたい。また、大宮アルディー

ジャの手話応援デーなど企業と連携して、デフスポーツの啓発ができる

とよいと考える。 

 

 

  ②手話による文化芸術活動の発表の場の周知や開催 

 

 （野口委員） 

  ○手話パフォーマンス甲子園は鳥取県で実施しているが、手話弁論など手

話による劇などの行事の開催など、発表の機会を提供するのがよいと考

える。 
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ワーキングチーム（B：手話を使いやすい環境整備） 
での議論の結果について 

 

【日  時】令和７年２月２５日（火）１８：３０～２０：００ 

【参加委員】春日委員、速水委員、佐々木委員、岩澤委員 

 

【各委員からの意見】 

２ 手話を使いやすい環境整備 

 ア 情報へのアクセス（条例第９条）  

 

  ①盲ろう者への情報保障のための環境の整備。また、支援を必要としてい 

る盲ろう者がどのくらいいるかなどの実態調査の実施。 

 

 （速水委員） 

  ○盲ろう者への情報保障が講じられていないので、盲ろう者友の会への支 

援を行い、盲ろう者が情報を得やすい環境整備を行う。 

○埼玉県で盲ろう者は 1000 人以上いると思われるが、盲ろう者友の会会員 

や盲ろう者通訳介助員派遣事業利用者で社会参加できている盲ろう者は 

令和 3 年度で 41 名と少ない。ほとんどの方は社会から遮断された状態と 

考えられる。 

  ○どのくらいの方が、支援を必要としていてるかニーズを調査する必要が

ある。鳥取県では、実施していると聞いているが、盲ろう者の掘り起こ

しが必要ではないかと考えている。 

 

  ②知事の記者会見に手話通訳の継続。 

 

 （速水委員） 

  ○知事の記者会見に手話通訳を今後も継続して配置できるよう、予算確保

をお願いしたい。 

 

  ③遠隔手話通訳サービスの更なる充実。市町村役場での遠隔手話通訳サー 

ビスの利用促進。 

 

 （速水委員） 

○緊急医療で遠隔手話通訳が必要になるケースも想定されるが、埼玉聴覚 

障害者情報センターは 24 時間対応できない。時間外の対応をどのように
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すべきか、検討をお願いしたい。 

 

 （春日委員） 

  ○電話リレーサービスは 24時間実施できている。遠隔手話通訳サービスも 

２４時間サービスが提供できるように予算の確保が必要。 

  ○聴覚障害者情報センターと市町村とで契約する遠隔手話通訳サービスは、 

   県内でもいくつかの市町村で導入している。県においてあるタブレット 

による遠隔手話通訳は、実績として０であるが、市町村で実施する遠隔 

手話通訳サービスは、いくつか利用実績がある。 

  ○遠隔手話通訳サービスのその他の課題としては、導入されている場合で 

あっても、窓口担当者がそのサービスを知らない、もしくは使い方を知 

らないことにより、遠隔手話通訳サービスが利用されないという課題があ

る。 

 

  ④災害に備えて、ろう者を含むよう配慮者に対する理解が 

促進されるように、市町村への働きかけを実施。 

 

（速水委員） 

○一般避難所開設時から聴覚障害者、他障害者、妊婦、ペットを飼っている

人など様々な方が来ることを想定し、それぞれに必要な配慮も含めた開設

訓練実施や開設マニュアル作成が市町村で進んでいる。今後も働きかけて

いただきたい。 

○災害に係る情報保障は、災害発生前の避難の呼びかけ等も必要。避難所 

等だけではなく、様々な場面の想定が必要ではないか。 

○高齢のろう者の中には、役場から災害時に避難を誘導されても従わない場

合もある。また、能登半島の地震の際は、ろう者専用の１．５次避難所の

開設もあったとのことである。 

 

 （佐々木委員） 

  ○速水委員が所属する施設は、聞こえない人の老人ホームということで、

全国的にも珍しい。その施設では、毛呂山町と協力して、災害の訓練を

実施していると聞く。他の市町村にも取り組みを見学してもらうことは

よいのではないかと考える。 
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  ⑤災害発生時のろう者に対する情報保障の環境整備。ICT 機器の活用。 

 

 （速水委員） 

  ○県と聴覚障害者災害救援埼玉本部との連携支援体制の構築が必要。 

○県の施設にはアイドラゴン４を設置、避難所として機能する場合の情報 

保障ツールとしてほしい。 

○福祉避難所だけでなく、一般の避難所や市役所等、公共施設も含めて手 

話で観るテレビ番組「アイドラゴン 4」を設置、テレビ埼玉で手話通訳が

付く番組を増やすことで、災害時だけでなく、常時手話や字幕による情報

配信ができる。普段から手話通訳が付く番組を流すことで手話やろう者の

ことを知る機会になると思う。県としても「アイドラゴン」の普及、周知

をしてはどうか。 

 

 （岩澤委員） 

  ○防災システム管理運営について、SNS・ホームページで災害情報を発信す

る際に手話を付けてもらいたい。高齢のろう者など苦労していると考え

る。 

  ○アイドラゴンは、災害時のみ出すのではなく、平時から準備しておくの

がよいと思う。 

 

 （春日委員） 

  ○実際の災害時は、道路陥没など手話通訳者が避難所にたどり着けない場

合が多い、遠隔手話通訳サービスの避難所への設置を検討いただきたい。 

 

 （佐々木委員） 

  ○県内で災害といっても、地域によって被災状況は異なる。手話通訳が集

まれる施設で、遠隔手話通訳サービスにより意思疎通支援することはよ

い考えである。 

 

  イ 手話通訳者等の確保、養成等（条例第１０条） 

 

 ①埼玉聴覚障害者情報センターの機能強化のための人材と予算の確保。 

 

（速水委員） 

  ○聴覚障害者相談員・ジョブコーチ・手話通訳者の増員、電話リレーサー
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ビス、遠隔手話通訳等の実施のため、埼玉聴覚障害者情報センターの機

能強化に取り組んでもらいたい。 

 

 ②手話通訳者の高齢化を踏まえて、若い方達が手話通訳に興味を持ってもら 

えるような取り組みの実施。 

 

 （速水委員） 

  ○2024 年 1 月 21 日さいたま共済会館にて、埼玉県、埼玉県手話通訳問題研

究会埼通研 N-Action、埼玉大学手話サークル『ゆびつむぎ』との共催企

画として、「じょいんと埼玉！」という手話交流会を実施できた。今年も

実施しているとのことだが、毎年実施してくれるとありがたい。 

○手話通訳者の高齢化、人材不足解消に向けて県立大学に手話通訳者養成 

科を設けるのはどうか。 

○県立高校の総合学科の福祉系列の授業（コミュニケーション技術）で手 

話や点字を学ぶような高校を増やしてはどうか。 

○大宮アルディージャの「手話応援」で福祉専門学校の学生も共同で取り 

組めるようにするのはどうか。 

 

 （岩澤委員） 

  ○手話交流会の取組は、良い取り組みである。１回のみの開催ということ 

だが、県内東西南北で複数回開催できるとよい。 

 

 （佐々木委員） 

  ○手話通訳者の高齢化は課題である。教育委員会と協力し、授業の中で手

話に触れる機会を増やすなどの取組が必要である。 

 

③埼玉県としてろう通訳の制度の創設 

 

 （春日委員） 

  ○ろう通訳とは、ろう者が手話通訳の間に入り、意思疎通を支援するもの 

である。ろう通訳は、裁判所などで弁護士と話す際や病院など、ろう者  

の生活の中では使われてないような専門用語などの通訳をする。全国の事

例としては、最初の沖縄をはじめ、３事例ある。ろう通訳の制度の創設の

ため、埼玉県として、予算の支援をしてもらいたい。 
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  ○オリンピックパラリンピックの開会式や閉会式のときに手話通訳はろう

者が実施した。ろう者にとって、当事者が手話をすることでより内容の

理解につながった。 

 

  ○生活の困りごとを相談するろうあ者相談員という制度もある。ろう通訳

は、それよりも中立の立ち位置で通訳するので、ろうあ者相談員の派遣

が必要になった場合は、相談員とろう通訳の２名の派遣が望ましい 

 

 ③手話通訳の仕事に繋げるため、 

日常生活のなかで「手話を見慣れる」環境を作り 

 

（岩澤委員） 

  ○公共の番組だけでなく様々なメディアに手話動画をつけるようにアプロ

ーチをしていくことがよいのではないか。手話動画がつく番組が増える

ことで、手話通訳者やろう通訳者の就労が増え地位向上に繋がる。手話

動画を見る機会が増えることで、手話通訳者という仕事に興味をもつ人

口が増えるのではないだろうか。 

 

 ウ 事業者への支援（条例第１２条） 

 

  ①聴覚障害者の特性や手話が言語であることの理解促進を含めた、 

   自治体職員以外の民間施設、病院職員、福祉施設職員に対する手話講習 

会の充実。 

 

（速水委員） 

○自治体職員以外に民間施設、病院職員、福祉施設職員も対象にしてい 

るが、病院職員には手話言語、聴覚障害や特性についての理解や受診時 

および入院時の配慮内容についての講義を入れる必要がある。 

○就労支援施設、障害者施設、老人ホーム等職員向けには、手話言語に 

ついての理解、聴覚障害の特性に配慮した支援の在り方などについての 

講座（研修）が必要と考える。 

➡実際に障害者施設や就労支援施設等で聴覚障害者が孤立したり、コミ 

ュニケーションのズレからトラブルが起きたりして辞めてしまうケー

スが発生している。 

○消防・警察・ハローワーク・県立の施設（博物館、資料館など）等の職 

員を対象に手話やろう者のことを学ぶ機会を作ってはどうか。 
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  ○私の所属している団体では、出前講座などの PR をしている。県として、

補助などの支援がほしい。 

 

 （岩澤委員） 

  ○鉄道、バス会社の手話講習会を開催したほうが良いと思う。特にバスの

場合、運転手一人で瞬時の対応が求められるため講習会の中で手話と同

時にボード等の準備なども促してほしい。 

○高齢化に伴い介護サービスを利用する聴覚障害者が増えている。入所施 

設だけでなく、在宅サービス事業所向けの講習会も検討することで必然と

手話で会話をする人口が増えると考える。 

 

 ②事業者による合理的配慮の提供にあたっての情報発信・支援 

 

（岩澤委員） 

  ○飲食店で未だに手元のメニュー表もない店がある。その他ドライブスル

ーも音声言語での受付がほとんど。ろう者が一人で利用ができない状況

が続いている。具体的に合理的配慮の方法を示す必要があると思う。県

としてやはり、大々的に一般企業に対しても発信してほしい。 

 



資料３ 

埼玉県手話環境整備施策推進懇話会の今後のスケジュールについて 

 

 時期 懇話会 ワーキング 

令
和
６
年
度 

１月２１日（火）  
第１回ワーキング ＠埼玉県庁内会議室 

・ワーキングの方針など 

２月２５日（火）、 

２６日（水） 
 各ワーキングチームでの活動 

３月下旬 
令和６年度第２回手話環境整備施策推進懇話会 

・ワーキングチームの中間報告 
 

令
和
７
年
度 

４月～５月 【事務局】中間報告に基づく提言案を作成 

６月 【事務局】提言案の各委員に意見照会 

８月 
令和７年度第１回手話環境整備施策推進懇話会 

・提言案に対する意見集約結果の報告 

 

８月～２月  各ワーキングチームでの活動 

３月 

令和７年度第２回手話環境整備施策推進懇話会 

・ワーキングチームの活動報告 

・提言案に対する意見交換 

 

令
和
８
年
度 

６月 

令和８年度第１回手話環境整備施策推進懇話会 

・提言の策定 

・障害者支援計画に盛り込む主な施策への意見 

 

３月 
令和８年度第２回手話環境整備施策推進懇話会 

・障害者支援計画への意見提出結果の報告 

 

 
 



資料４ 

令和７年度手話普及に関する県の取り組みについて（予定） 
 

１ 手話あいさつ１００％運動 

  聴覚障害者団体、市町村、学校等と連携し、広報、各種イベント、授業等で｢手話あいさつ｣を広く県民に 

 周知し、「おはよう」「こんにちは」などの基本的な手話ができるようにすることで県民の手話への関心を高 

 る。 

 （１）子供を対象とした手話普及イベントの実施 

子供の集まりやすい県内のテーマパークなどと連携し、手話の普及するための 

イベント・広報を実施する。 

 （２）商業施設での手話体験会の開催 

    県内の商業施設にて、手話体験会を開催する。 

 （３）手話交流会の開催 

    手話を学んでいる方がろう者と手話で交流する会（手話交流会）を開催する。 

 

２ 手話アドバイザー派遣事業 

 市町村が実施する手話イベントや手話講習会の実施に向けた企画立案への助言等、手話言語条例の制定に

向けた検討への助言等、その他、市町村が実施する地域の手話普及に関する取組に向けた助言等を行う。 

 また、今年度新たに自治体職員を対象にした手話勉強会を開催する。 

 

 

３ 県内手話サークル情報及び手話関連イベントの県ホームページへの掲載 

  年２回市町村に照会し、情報をまとめて県ホームページに掲載する。 

  （https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/syuwa/syuwapr.html） 

 

 

４ 手話講習会の実施 

  県内の各市町村（計４市町村）と共催し、県民向けに手話講習会を開催する。 

  また、公共的施設職員向け手話講習会を２回開催するほか、県職員向け手話講習会を開催する。 

 

５ 手話言語国際デー・国際ろう者週間におけるブルーライトアップ 

  「手話言語の国際デー」シンボルカラーであるブルーに、県関連施設をライトアップする。 

 

６ 【その他】手話動画・ポスター・クリアファイルによる広報  

  これまで手話あいさつ１００％運動で制作した手話動画（吉本興業）やポスター、クリアファイルを活用 

し、各種広報を実施します。 

 

～手話関連イベント情報の掲載例～ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/syuwa/syuwapr.html
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埼玉県手話環境整備施策推進懇話会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、埼玉県手話言語条例（平成二十八年三月二十九日埼玉県条例第十

七号）第７条第２項の規定に基づき、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を

推進するに当たって関係者の意見を聴くために設置する埼玉県手話環境整備施策推

進懇話会（以下「懇話会」という。）について必要な事項を定める。 

 

（組織） 

第２条 懇話会は、委員１０人以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから、福祉部長が選任した者とする。 

（１）聴覚障害者団体の関係者 

（２）聴覚障害者支援機関の関係者 

（３）手話通訳の関係者 

（４）手話サークルの関係者 

（５）学識経験者 

（６）学校教育の関係者 

（７）障害福祉関係の行政職員 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（座長及び副座長） 

第４条 懇話会に座長及び副座長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 座長は会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 副座長は座長を補佐し、座長が不在の時は、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 懇話会の会議は、座長が招集し、その議長となる。 

２ 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 懇話会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求めて意見を聴

くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 懇話会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議

決したときは、公開しないことができる。 

 

 （事務局） 

第７条 懇話会の事務局は、福祉部障害者福祉推進課に置く。 
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 （委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話

会に諮って定める。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
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埼玉県手話言語条例 

 

                           平成二十八年三月二十九日 

                              埼玉県条例第十七号 

 

 手話は、物の名前や概念等を手指の動きや表情等により視覚的に表現する言語であり、

ろう者の思考や意思疎通に用いられている。我が国において、手話は、ろう者の間で大

切に受け継がれ、発展してきたが、一方で長い間、手話を使う権利やろう者の尊厳が損

なわれてきた。 

 埼玉県においても、ろう者は、偏見と闘いながら手話を大切に守り続け、手話を使用

して生活を営み、手話による豊かな文化を築いてきており、その歴史の歩みと誇りは尊

重されるべきものである。 

 そして、平成十八年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、

言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記された。我が国においても、平成二

十三年に改正された障害者基本法において言語に手話を含むことが明記され、平成二十

六年に障害者の権利に関する条約が批准された。 

 しかしながら、ようやく手話が言語であることが認められ、手話に対する理解が求め

られるようになったものの、いまだ手話に対する理解が社会において深まっているとは

言えない。 

 このような中で、埼玉県において、ろう者以外の者がろう者を理解し、互いに共生す

ることのできる地域社会を実現するためには、手話を広く普及し、県民一人一人が手話

に対する理解を深めていくことが必要である。 

 ここに、私たちは、手話が言語であるとの認識に基づき、手話を広く埼玉県に普及し

ていくことによって、ろう者とろう者以外の者とが手話により心を通わせ、相互に人格

と個性を尊重し合い、共生することのできる埼玉県をつくるため、この条例を制定する。 

 

 （目的） 

第一条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関し、基本理念

を定め、県、県民等及び事業者の責務及び役割を明らかにするとともに、手話の普及

に関する施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者と

ろう者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とす

る。 
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 （基本理念） 

第二条  手話の普及は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 

 一 手話が、ろう者が自ら生活を営むために使用している独自の体系を持つ言語であっ

て、豊かな人間性を涵養し、及び知的かつ心豊かな生活を送るための言語活動の文

化的所産であることを理解すること。 

 二 ろう者とろう者以外の者とが相互に人格と個性を尊重し合いながら共生すること

を基本として、ろう者とろう者以外の者が手話により意思疎通を行う権利を尊重す

ること。 

 （県の責務） 

第三条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、ろう者

が日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるようなものの除去について必要かつ合

理的な配慮を行い、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備を推進するも

のとする。 

２ 県は、ろう者及び手話通訳を行う者その他の手話に関わる者（以下「手話通訳者等」

という。）の協力を得て、基本理念に対する県民の理解を深めるものとする。 

 （市町村等との連携協力） 

第四条 県は、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に当たっては、市町村

その他関係機関及び関係団体との連携協力を図るものとする。 

２ 県は、前項の環境の整備に当たっては、市町村に対し、情報の提供、助言その他の必

要な支援を行うものとする。 

 （県民等の役割） 

第五条 県民及び地域活動団体（地域で文化、スポーツ、ボランティア等の活動に取り組

む団体をいう。）は、基本理念を理解し、地域社会の一員として、手話を使用しやすい

地域社会の実現に努めるものとする。 

２ ろう者は、基本理念に対する県民の理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。 

３ 手話通訳者等は、手話に関する技術の向上、基本理念に対する県民の理解の促進及び

手話の普及に努めるものとする。 

 （事業者の役割） 

第六条 事業者は、基本理念を理解し、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者

が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。 

 （計画の策定及び推進） 
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第七条 県は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条第二項に規定する

都道府県障害者計画において、手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を定め、

これを総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 県は、前項の手話を使用しやすい環境の整備に関する施策を推進するに当たっては、

ろう者及び手話通訳者等その他の関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場

を設けるものとする。 

 （手話を学ぶ機会の確保等） 

第八条 県は、市町村その他関係機関、ろう者、手話通訳者等及び関係団体と協力して、

手話サークルその他の県民が手話を学ぶ機会の確保等に努めるものとする。 

２ 県は、手話を必要とする者が手話を学ぶことができるよう、手話に関する学習会の開

催その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

３ 県は、その職員が基本理念を理解し、手話を学ぶことができるよう、手話に関する学

習会の開催その他の手話を学習する取組を推進するものとする。 

 （情報へのアクセス） 

第九条 県は、ろう者が県政に関する情報を円滑に取得することができるよう、情報通信

技術の活用に配慮しつつ、手話を用いた情報発信の推進に努めるものとする。 

２ 県は、災害その他非常の事態の場合に、ろう者が手話等により必要な情報を速やかに

取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。 

 （手話通訳者等の確保、養成等） 

第十条 県は、市町村その他関係機関及び関係団体と協力して、手話通訳者等及びその指

導者の確保、養成及び手話に関する技術の向上並びに手話通訳に関する普及啓発に努

めるものとする。 

 （学校における手話の普及等） 

第十一条 聴覚障害のある幼児、児童又は生徒（以下この条において「ろう児等」という。）

が通学する学校の設置者は、当該ろう児等が手話を学び、かつ、手話で学ぶことがで

きるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるために必要な措置を講ずるよう努

めるものとする。 

２ ろう児等が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、

当該ろう児等及びその保護者に対する手話に関する学習の機会の提供並びに教育に関

する相談及び支援に努めるものとする。 

３ ろう児等が通学する学校の設置者は、前二項に規定する事項を推進するため、手話の
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技能を有する教員（ろう者の教員を含む。）の確保及び教員の専門性の向上に関する研

修等に努めるものとする。 

４ 県は、学校において、ろう児等とろう児等以外の児童及び生徒との交流の機会を充実

させることにより、その相互理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。 

５ 県は、学校において、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、手話に関する啓

発その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 （事業者への支援） 

第十二条 県は、第六条に規定する事業者の取組に対し、情報の提供その他の必要な支援

を行うよう努めるものとする。 

 （手話による文化芸術活動の振興） 

第十三条 県は、手話による文化芸術活動の振興を図るため、当該活動に対する協力その

他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

 （手話に関する調査研究） 

第十四条 県は、ろう者及び手話通訳者等が手話の発展に資するために行う手話に関する

調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。 

 （財政上の措置） 

第十五条 県は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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